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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（塩原1-2）

庁
舎
名

交
通
・
消
防

　
雇
用
・
資
格

歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
の

配
分
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　
毎
年
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
募

金
を
対
象
と
な
る
世
帯
へ
配
分
し
て
い
ま

す
。
配
分
を
希
望
す
る
人
は
、
各
地
域
の
民

生
委
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
を
し
て
も
審
査
の
結
果
、
配

分
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

▼
対
象　
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
な
が
ら
も

　

生
活
保
護
は
受
け
ず
に
自
力
で
生
活
し
、

　
世
帯
員
が
生
活
維
持
に
努
力
し
て
い
る
こ

　
と
が
認
め
ら
れ
る
世
帯

▼
申
込
方
法　
各
地
域
の
民
生
委
員
に
相
談

　
し
て
、申
請
書
を
提
出

▼
申
込
期
限　
11
月
２
日
㈮

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
市
社
会
福
祉
協
議
会　
☎（
37
）５
１
２
２

11
月
9
～
15
日
は
秋
季

全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で
す

市
文
化
振
興
公
社
の
職
員
を
募

集
し
ま
す

『
忘
れ
て
な
い
？ 

サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に 

火
の

確
認
』（
平
成
30
年
度 

全
国
統
一
防
火
標
語
）

　
11
月
９
日
か
ら
の
１
週
間
は
火
災
予
防
運

動
実
施
期
間
で
す
。
火
事
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

《
出
火
を
防
ぐ
３
つ
の
習
慣
》

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る

○ 

ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離

れ
た
位
置
で
使
用
す
る

○ 

ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き

は
、
必
ず
火
を
消
す

《
命
を
守
る
４
つ
の
対
策
》

○ 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、
住
宅
用
火
災
警

▼
職
種（
人
数
）　
一
般
事
務（
若
干
名
）

▼ 

職
務
内
容　
黒
磯
文
化
会
館
の
管
理
運
営

（
音
響・照
明
な
ど
の
舞
台
業
務
も
含
む
）、

事
業
企
画
・
立
案
・
実
施
、
庶
務
経
理

▼
受
験
資
格

・
昭
和
58
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

・ 

高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
、
普
通

自
動
車
免
許
を
有
し
、
公
営
ま
た
は
民
間

企
業
に
お
け
る
職
務
経
験
年
数
が
直
近
５

年
間
で
通
算
３
年
以
上
あ
る
人

▼
試
験
科
目

・ 

１
次
試
験　
職
務
基
礎
力
試
験
、
職
務
適

　
交
通
・
消
防

　
福
祉

～ いっしょに働きませんか ～

あなたの豊かな経験と知識を活かしてみませんか？

働くことで体を動かし、健康維持にも役立ちます！

≪急募≫ 屋外作業（植木剪定・草刈り・草取り作業）

≪急募≫ 屋内作業（家事手伝い・工場内軽作業）

広　告

　
相
談
業
務
の
ほ
か
、
啓
発
活
動
や
人
権
作

文
の
審
査
な
ど
を
行
う
人
権
擁
護
委
員
が
、

10
月
1
日
付
で
再
任
し
ま
し
た
。大貫 憲

の り こ

子 氏

人
権
擁
護
委
員
を
紹
介
し
ま
す

高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の

成
年
後
見
相
談
会

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
社
会
福
祉
課　
　
　
☎（
62
）７
１
３
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

障
害
認
定
制
度

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
75
歳
以
上
の
人

が
加
入
す
る
医
療
保
険
で
す
が
、
65
歳
以
上

75
歳
未
満
の
人
で
、
左
の
表
の
障
害
状
態
に

あ
る
人
は
、
申
請
に
よ
り
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
一
定
の
所
得

金
額
未
満
の
人
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
の
窓

口
負
担
割
合
は
１
割
に
な
り
ま
す
。

障害の区分 等級
国民年金法等
の障害年金 1級・2級

身体障害者
手帳

1級～3級の人か、4級の人で次に該
当する場合
・音声、言語機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠く
・一下肢の下腿の2分の1以上を欠く
・一下肢の機能の著しい障害

精神障害者
保健福祉手帳 1級・2級

療育手帳 A

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど
障
害

の
等
級
を
示
す
も
の

・
印
か
ん

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類

▼
申
し
込
み
　
本
国
保
年
金
課
・
西
市
民
福

　
祉
課
・
塩
総
務
福
祉
課
・
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課　
　
　
☎（
62
）７
１
２
９

なすしおばらファンクラブ、愛称
「エールなすしおばら」は那須塩原に
興味や関心がある人が集まり、那須
塩原の魅力を見つけ、伝え、
拡げていくことで那須塩原
を応援していくコミュニ
ティです。

本シティプロモーション課　　☎（62）7128問い合わせ

見つける
那須塩原の魅力を体験・
発見できるイベントに
参加しましょう！

伝える
あなたが感じた那須塩原
の魅力をSNSや友人との
会話で発信しましょう！

拡げる
会員から発信された那須
塩原の魅力をSNSや友人
との会話で更に拡散しま

しょう！

申し込みはこちら

なすしおばらファンクラブ会員募集中 !!

　
高
齢
者
や
障
害
者
を
狙
っ
た
悪
質
商
法
な

ど
の
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。
成
年
後
見
人

制
度
は
、
判
断
能
力
が
不
十
分
な
た
め
に
財

産
侵
害
を
受
け
た
り
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳

が
損
な
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
法
律
面
や
生
活
面
で
支
援
す
る
仕
組
み

で
す
。
老
後
に
不
安
を
持
っ
て
い
る
人
や
、

高
齢
者
や
知
的
障
害
者
を
養
護
す
る
人
の
た

め
の
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

と
き　

　
11
月
17
日
㈯　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

絆
が
つ
く
る
未
来

～
な
と
く
祭
２
０
１
８
～

　
那
須
特
別
支
援
学
校
の
交
流
学
習
発
表
会

を
開
催
し
ま
す
。
児
童
生
徒
の
演
技
発
表
や

作
品
展
示
、
作
業
実
演
・
製
品
販
売
な
ど
を

行
い
ま
す
。

▼ 

と
き　
11
月
10
日
㈯

　
　
　
　
午
前
９
時
35
分
～
午
後
３
時
10
分

▼ 

と
こ
ろ　
那
須
特
別
支
援
学
校

▼ 

参
加
費　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ

○ 

那
須
特
別
支
援
学
校 

☎（
36
）４
５
７
０

▼ 

と
こ
ろ　
栃
木
県
司
法
書
士
会
館

　
　
　
　
　
（
宇
都
宮
市
幸
町
１
‐
４
）

▼ 

相
談
方
法　
面
談
ま
た
は
電
話

※
面
談
で
の
相
談
は
、
事
前
予
約
が
必
要
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○ 

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
ち
ぎ
支
部

 

☎
０
２
８（
６
３
２
）９
４
２
０

報
器
を
設
置
す
る

○ 

寝
具
・
衣
類
・
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
出
火
・

延
焼
を
防
ぐ
た
め
、
防
炎
品
を
使
用
す
る

○ 

火
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
、
消
火
用

具
を
準
備
し
て
お
く

○ 

高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た

め
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る

《
予
防
期
間
中
に
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま
す
》

　

 

期
間
中
は
、
塩
原
地
区
で
午
前
７
時
と
午

後
６
時
に
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ

○
那
須
地
区
消
防
本
部

 

☎
０
２
８
７（
28
）５
１
０
３

応
検
査
、
作
文

・
２
次
試
験　
面
接

▼
試
験
日

・
１
次
試
験　
12
月
２
日
㈰

・
2
次
試
験　
12
月
16
日
㈰
予
定

▼
会
場　
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼ 

申
込
方
法　
試
験
申
込
書
を
市
文
化
振
興

公
社（
黒
磯
文
化
会
館
内
）に
持
参
か
郵
送

※ 

試
験
申
込
書
は
公
社
事
務
局
で
配
付
し
て

い
ま
す
。（
市
文
化
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

▼
申
込
期
限　
11
月
16
日
㈮
必
着

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
市
文
化
振
興
公
社�

☎（
63
）３
２
１
９

　

労
働
者
が
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る

社
会
を
実
現
す
る
“
働
き
方
改
革
”。
長
時

間
労
働
の
是
正
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の

実
現
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待

遇
の
確
保
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
、
関

係
法
令
が
改
正
さ
れ
、
来
年
４
月
１
日
か
ら

順
次
施
行
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
栃
木
労

働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
栃
木
労
働
局

 

☎
０
２
８（
６
３
３
）２
７
９
５

事
業
主
の
皆
様
へ

働
き
方
が
変
わ
り
ま
す
！

検
索

栃
木
労
働
局




